
 
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。昨年からの不況で苦しい企業運営をせざるをえない状況で

あると思います。この度、このような状況を打破するために、さらなる中小企業対策を行うこととなりました。 

事業主の皆様にいち早くご報告いたしたいと思いまとめさせて頂きました。ご一読していただければ幸いです。 

これからも少しでも皆様の力になれるよう努力してまいりますので、これからもご支援よろしくお願いします。 

 

中小企業に対する金融支援の概要 
○ 資金繰り支援                        ○ 下請け資金繰り支援事業(仮称)を実施 

 

 

保証制度枠・貸付枠の拡大           従来    今回

◌緊急保証制度枠（信用保証協会）･･･････････20兆円 → 30兆円

◌セーフティネット貸付枠（日本政策金融公庫）９兆円 → 12兆円

◌危機対応業務の貸付枠（商工中金）･････････0.9兆円 → 3.3兆円

◌既往債務の条件変更にも対応します。【規模 1.5兆円】

○ 中堅・大企業向け危機対応業務枠の拡大            ○ 中小企業の交際費課税の軽減 

 

 

 

         

        ○セー 拡充、中小企業を支援 ○商工中金の危機対応業務を強化        フティネット貸付を

                

 

 

 

 

 

 

 

 

○もっと詳しくお知りたい方はお近くのハローワークなどにお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先 

竹本直一事務所・自由民主党大阪府第十五選挙区支部 

〒５８４－００２５ ス１０２ 

〒１００－８９８２ ５３９号室 

大阪府富田林市若松町西 1丁目１８０７－１ 田井戸ハウ

Ｔｅｌ：０７２１－２４－７２７５  Ｆａｘ：０７２１－２４－４５７９ 

東京都千代田区永田町２－１－２ 衆議院第二議員会館

Tel:０３－３５０８－７４４９  Ｆａｘ：０３－３５９７－２８０４ 

◌日本政策投資銀行と商工中金による危機対応業務の長期貸付枠

を拡大。 

・政策投資銀行が行う保証枠 5兆円を創設します。 

◌厳しい経営環境にある下請建設企業等の資金

繰りの円滑化を図ります。 

・下請け企業等が保有する緊急的な債権の買取。

・建設業振興基金による債務保証を実施。 

・金利負担軽減のための買取負担の助成を実施。

◌交際費等の損金不算入制度について資本金1億円

以下の法人にかかる定額控除限度額を400 万円か
ら600万円に引き上げ。 

◌商工中金が行う貸付枠等を拡充し、中小企業の資金繰り支援の

充実を図ります。 

・既存の貸付枠0.9 兆円＋新たに2.4 兆円を追加＝3.3 兆円に拡

返済猶予など条件変更へ積極的に対応。 

大。 

・元本

 貸付限度額･･････7億 2000万円
 貸付期間････････設備資金：15年／運転資金：5年

◌日本政策金融公庫が行うセーフティネット貸付

等を拡充し中小企業の資金繰り支援の充実をはか

ります。 

・セーフティネット貸付枠を9兆円から12兆円に

・ ィネット貸付の強化 
積極的な対応。

拡大。 

セーフテ

・元本返済猶予など条件変更への


